
(案）

調停事件に係る代理人弁護士への報償金（着手金）の支出

1調停に係る着手金の算定について

本件支出は､請負工事事業者との請負代金額の変更協議不調に伴う調停事件(令和5年

（調）第2号事件）に係る、令和5年8月24日付け委任契約によるものであり、着手金の

金額については契約上双方の協議により決定することとなっている（委任契約書第3条

第2項)。

本市の報酬基準に基づき算定した金額を基準として委託先と協議を行い、協議が調っ

たことから、本件における着手金としてZQ万円（税抜き)_を支出する。

（参考）算定方法

本件委任契約に係る着手金については、 「訴訟代理人弁護士の報酬の支

中の大阪市訴訟代理人弁護士報酬基準に倣い、基準第1により算定。

着手金は5万円の基本料金に､事件の難易度､労力等を24点満点で点数

5万円をかけたものとなっており、本件については次のように評価した。

｢訴訟代理人弁護士の報酬の支払に関する指針」

い、基準第1により算定。

弓度､労力等を24点満点で点数化しその点数に

（5万円十（5万円×13点)） ＝70万円（税抜き）

A事件の難易 ①事案・争点の複雑性 2点

②法的な論点の難易度 2点

③有利となる証拠 2点

B時間及び労力①事案の専門性 3点

②書面作成等に要する労力の見込み 2点

③尋問の実施に要する労力の見込み 2点

(普通）

(普通）

(普通）

(専門的）

(普通）

(普通）

2支出科目及び支出金額

総係費物件費報償費

(内消費税及び地方消費税相当額金70,000円）支払金額金770,000円

3支出負担行為日

令和5年8月24日 （委任契約締結日）

委任先

大阪市中央区高麗橋3丁目1番14号高麗橋山本ビル5階

弁護士法人興和法律事務所

4

5支払方法

口座振込



令和6年3月7日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

大阪市水道局

情報提供資料について（送付）

平素は本市行政にご理解賜りありがとうございます。

さて、令和6年2月26日付け公開請求（情報提供切り替え済み）資料につきまして、

同封の文書により送付いたしますのでご査収願います。

担当 〒559-8558

大阪市住之江区南港北2－1－10

ATC(ITM棟)9F

大阪市水道局総務部総務課(法務監査） 永井、中村

電話番号06-6616-5402

FAX番号06-6616-5409

メールアドレスcomp3@suido.city.osaka.jp


